
この、

「専用場所駐車標章」

をお持ちの方で

例えば

こんなとき・・・

◎ 免許を自主返納した

◎ 免許を取り消された

◎ 免許が失効した

◎ 妊娠中又は産後８週間以内ではなくなった

◎ 再交付を受けた後、失くした標章を見つけた

こんなときは！！

お問合せ先 兵庫県警察本部交通部交通規制課駐車管理係
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